
証券コード　4376
2022年12月７日

株　主　各　位
東 京 都 港 区 三 田 一 丁 目 ４ 番 2 8 号

株 式 会 社 く ふ う カ ン パ ニ ー
取締役兼代表執行役 穐 田 誉 輝

１．日 時 2022年12月22日（木曜日）午前10時
（受付開始は午前９時30分の予定です。）

２．場 所 東京都港区三田一丁目４番28号
三田国際ビル　地下１階会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第１期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結
計算書類監査結果報告の件

２．第１期（2021年10月１日から2022年９月30日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件

第１回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第１回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
し上げます。
　株主の皆様におかれましては、健康と安全、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、極力、当日のご出席に代えて、後述のご案内に従って事前に書面
またはインターネットにより、2022年12月21日（水曜日）午後６時までに議決権
を行使くださいますようお願い申し上げます。また、株主総会終了後、オンデマ
ンド配信をいたしますので、会場へのご来場に代えて、オンデマンド配信でのご
視聴をご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

敬　具
記
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４．招集にあたっての決定事項
　後記４頁から５頁「議決権行使方法のご案内」をご参照ください。なお、
本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次に掲げる事項につきまして
は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（https://kufu.company/）に掲載することにより株主の皆様に提
供しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
（１）連結株主資本等変動計算書
（２）連結注記表
（３）株主資本等変動計算書
（４）個別注記表
　従いまして、本招集ご通知の提供書面に記載しております連結計算書類及
び計算書類は、会計監査人及び監査委員会が会計監査報告または監査報告を
作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

以　上

株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載事項を修正
する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト
（https://kufu.company/）に掲載させていただきます。
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株主の皆様へのお願い

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、株主の皆様におかれまして
は、株主様・ご家族様の安全を第一にお考えいただき、極力、書面またはインタ
ーネットにより事前の議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。
　議決権の事前行使の方法については、４頁から５頁をご参照ください。

１．株主総会動画のオンデマンド配信及び事前のご質問受付について
　当日の株主総会の議事進行については、質疑応答を含め、後日オンデマンド
配信を行う予定です。オンデマンド配信の視聴を希望される株主様は、当社ウ
ェブサイト株主総会ページの「オンデマンド配信視聴申込及び事前のご質問受
付のご案内」よりお申込みください。また、お申込みとあわせて、株主様から
事前にご質問をお受けいたします。多数の株主様の関心が高いと思われる事項
については本総会にて取り上げる方針ですが、取り上げることができなかった
ご質問につきましては、今後の経営の参考とさせていただきます。

＜お申込み受付：12月16日（金曜日）午後６時まで＞
https://kufu.company/ir/stock/meeting/

＜ご注意事項＞
〇 オンデマンド配信をお申込みの方には、オンデマンド配信視聴用URLを、

メールにてご連絡いたします。
〇 万一、何らかの事情により変更がある場合は、当社ウェブサイト株主総会

ページにてお知らせいたします。
〇 お電話でのオンデマンド配信のお申込み、事前のご質問受付は承っており

ません。

２．ご来場される場合について
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通
知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、会場におきまして下記の「ご
注意事項」に記載する対策及びその他の必要な措置を実施いたします。

＜ご注意事項＞
〇 株主様同士のお席の間隔を広く取るため、十分な座席数が確保できず、止

むを得ずご入場をお断りする場合がございます。
〇 当日、入場時に体温を計測させていただき、37.5度以上の発熱が確認され

た方や、37.5度未満であっても、咳などの症状が見られる方は、ご入場を
お断りする場合がございます。

〇 マスクの持参・着用をお願い申し上げます。マスクを着用いただけない場
合は、ご入場をお断りする場合がございます。

〇 株主総会の運営スタッフは、検温を含め体調を確認のうえ、マスク着用で
応対をさせていただきます。
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〇 当社役員につきましては、インターネット等の手段を用いて本総会に参加
させていただく場合がございます。

〇 開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項及び議案の詳細な説
明は省略させていただく可能性がございます。株主様におかれましては、
事前に本招集ご通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

〇 議事の記録及びオンデマンド配信のため、株主総会のビデオ撮影を行いま
す。ビデオ撮影に関しましては、可能な範囲において、ご出席株主様が映
り込まないように配慮いたしますが、止むを得ず映り込んでしまう場合が
ございます。あらかじめご了承ください。

〇 写真撮影・録音・録画行為及びSNSなどでの無断公開は固くお断りいたし
ます。

議決権行使方法のご案内

　議決権の行使には、以下の方法がございます。

１．株主総会へのご出席による議決権の行使
　同封の議決権行使書用紙を、会場受付へご提出ください。
　株主総会開催日時：2022年12月22日（木曜日）午前10時
　(受付開始は午前９時30分の予定です。）

２．書面の郵送による議決権の行使
　同封の議決権行使書用紙に、各議案に対する賛否をご記入のうえ、2022年12
月21日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送ください。

３．インターネットによる議決権の行使
(1) パソコン等による議決権の行使
　下記の議決権行使ウェブサイトにアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に
従って、各議案に対する賛否をご入力ください。
　議決権行使ウェブサイト：https://www.web54.net
　議決権行使期限：2022年12月21日（水曜日）午後６時入力分まで

(2) スマートフォン等による議決権の行使
　同封の議決権行使書用紙の右下に記載の「スマートフォン用議決権行使ウ
ェブサイトログインQRコード」を、スマートフォンまたはタブレット端末で
読み取り、画面の案内に従って、各議案に対する賛否をご入力ください。
　なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QR
コードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び
「パスワード」をご入力いただく必要があります。
　議決権行使期限：2022年12月21日（水曜日）午後６時入力分まで
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＜ご注意事項＞
１．議決権行使のお取扱いについて
(1) 書面またはインターネットによる議決権行使における各議案に賛否の表示

がない場合の取扱いについては、会社提案に賛成の表示があったものとし
てお取扱いいたします。

(2) 書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、イン
ターネットによるものを有効とさせていただきます。また、インターネッ
トによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効
な議決権行使としてお取扱いいたします。

(3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者
の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

(4) パソコンやスマートフォン等のインターネットのご利用環境等によって
は、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

２．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
(1) パスワードは、議決権行使をされる方が株主様ご本人であることを確認す

るための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いくださ
い。

(2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワード
の再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

(3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有
効です。

３．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
(1) 議決権行使ウェブサイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法が

ご不明な場合は、下記にお問い合わせください。
　パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先
　三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
　［電話］0120-652-031（通話料無料)（受付時間：午前９時～午後９時）

(2) その他のご照会は、以下のお問い合わせ先にお願いいたします。
ア．証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合
わせください。

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）
三井住友信託銀行　証券代行部　［電話］0120-782-031（通話料無料）
（受付時間：午前９時～午後５時　土日休日を除く）
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(2021年10月１日から
2022年９月30日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当社グループは“「くふう」で暮らしにひらめきを”を経営理念とし、

「毎日の暮らし」及び「ライフイベント」において、生活者であるユーザ

ーにとっての利便性や豊かさを最優先に考え、情報格差の解消や利便性の

高いサービスづくりに取り組むとともに、ユーザーの主体的な意思決定や

行動に繋がる価値提供を目指しております。

　当社は2021年10月１日付で株式会社ロコガイド及び株式会社くふう中間

持株会社（現株式会社くふう住まい）の共同株式移転により設立されまし

た。当連結会計年度における日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影

響がワクチン接種の普及等により持ち直しの動きがみられたものの、新た

な変異株の出現、急激な円安の進行や物価の上昇、金利上昇懸念等により

不安定な状況が続きました。一方で、新型コロナウイルス感染症による影

響の長期化は、生活者へ行動様式の変化をもたらしております。このよう

な経営環境のもと、グループサービスの付加価値向上や事業運営の効率化

を目指し、ユーザーニーズの変化に対応するサービス開発の強化やグルー

プ内組織再編に取り組んでまいりました。

　当連結会計年度の経営成績については、売上高は18,625,068千円、営業

利益は1,558,126千円、経常利益は1,479,748千円、親会社株主に帰属する

当期純利益は452,732千円となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　なお、第４四半期連結会計期間において、報告セグメントに「投資・イ

ンキュベーション事業」を新たに追加したことにより、当社の投資部門に

おける事業、「その他」に計上していた株式会社くふうキャピタルの事

業、「ライフイベント事業」に計上していたくふう少額短期保険株式会社

及び株式会社保険のくふうの事業を「投資・インキュベーション事業」に

計上しております。また、当連結会計年度のセグメント情報は変更後の数

値で記載しております。
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＜毎日の暮らし事業＞

　当事業は主に、株式会社ロコガイドによるチラシ・買い物情報サービス

「トクバイ」、暮らしに関する総合情報メディア「ヨムーノ」、株式会社

Zaimによるオンライン家計簿サービス「Zaim」、株式会社キッズスターに

よる子ども向け社会体験アプリ「ごっこランド」、株式会社しずおかオン

ラインによる地域情報メディア・サービス等の日常生活領域及び地域情報

領域の事業で構成されております。

　当連結会計年度において、「トクバイ」のさらなる利用機会創出に向け

て「トクバイ」アプリのデザインを刷新するとともに、コロナ禍や物価上

昇等を背景に高まるユーザーの食費節約や料理のマンネリ解消ニーズに応

えるクーポン機能やレシピ機能の開発、検索機能の強化など利便性向上の

ためのサービス強化に努めました。また、「トクバイ」と「ヨムーノ」と

のサービス連携を開始するなど、新たなユーザー接点の獲得によるメディ

ア力の向上に注力しました。「トクバイ」導入店舗の開拓においては、定

額課金契約の受注が進み、有料契約店舗数が増加しました。また、家電量

販店や飲食店をはじめとする新領域への導入を推進しました。「ヨムー

ノ」のネットワーク広告収入や株式会社キッズスターにおける大型ゲーム

開発案件のリリースが売上に貢献した他、経営統合による管理コストの削

減が利益創出に寄与しました。

　以上の結果、当連結会計年度における毎日の暮らし事業の売上高は

4,401,911千円、営業利益は1,278,846千円となりました。

＜ライフイベント事業＞

　当事業は主に、ハイアス・アンド・カンパニー株式会社による住生活全

般に関わる事業者に向けた経営コンサルティングサービス、株式会社オウ

チーノによる住宅・不動産専門メディア「オウチーノ」、株式会社おうち

のくふうによる生活者向けの買取再販サービス、株式会社Seven 

Signatures Internationalによる富裕層向けコンサルティングサービス等

の住まい領域、株式会社エニマリによるウェディング総合情報メディア

「みんなのウェディング」、結婚式プロデュースサービス「エニマリ」、

インポートブランドを中心としたウェディングドレス販売「DRESS 

EVERY」等の結婚領域の事業で構成されております。

　当連結会計年度において、住まい領域は、事業者向け経営コンサルティ

ングサービスについて、資材価格高騰などの市場環境の影響もあり受注が

伸び悩んだものの、今後の利益成長に向けた体制整備を推進いたしまし

た。不動産会社向け営業支援ツール「オウチーノ くらすマッチ」は新機

能の開発や営業人員増強による営業強化等により販売が順調に推移しまし

た。生活者向け買取再販サービスは在庫健全性に留意した事業運営に注力
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しました。富裕層向けコンサルティングサービスについては海外リゾート

開発案件に係る収益が寄与するなど堅調に推移しました。結婚領域は、長

期化する新型コロナウイルス感染症の影響等により、メディア事業におけ

る有料広告掲載会場数が減少し、プロデュース事業における結婚式の施行

数も低調に推移しました。一方、「ユーザーの選択肢を増やす」事業方針

の下、会場とのプロデュース契約が伸長し、「みんなのウェディング」に

おける契約掲載会場数が計画通りに伸長しました。

　以上の結果、当連結会計年度におけるライフイベント事業の売上高は

13,643,687千円、営業利益は1,048,914千円となりました。

　なお、住まい領域における経営の効率化を図るため、2022年10月１日付

で株式会社くふう中間持株会社を存続会社として株式会社オウチーノ及び

株式会社おうちのくふうを吸収合併し、株式会社くふう住まいに商号変更

いたしました。

＜投資・インキュベーション事業＞

　当事業は主に、当社や株式会社くふうキャピタルによる投資事業、くふ

う少額短期保険株式会社及び株式会社保険のくふうの事業で構成されてお

ります。

　当連結会計年度において、当社グループの企業価値を高める出資及び

M&A等の検討を進め、投資や保有株式の一部売却を実施いたしました。ま

た、子どもとおでかけ情報サイト「いこーよ」を展開するアクトインディ

株式会社を持分法適用関連会社とし、グループの事業拡大を推進しており

ます。

　以上の結果、当連結会計年度における投資・インキュベーション事業の

売上高は562,052千円、営業利益は181,637千円となりました。

＜その他＞

　その他は、株式会社Da Vinci Studioによる当社グループ内外向け技術

支援等の支援機能であります。

　当連結会計年度におけるその他の売上高は146,218千円、営業損失は

124,282千円となりました。

②　設備投資の状況

　当社グループが、当連結会計年度において実施した設備投資の総額は

45,726千円であり、その主なものは、毎日の暮らし事業における事務所開

設に伴う内装工事費用等5,454千円、ライフイベント事業における事務所

移転に伴う内装工事費用等19,615千円、その他の事業におけるPC等の取得

費用4,365千円であります。

③　資金調達の状況

　記載すべき重要な事項はありません。
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④　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　当社は、2022年１月１日を効力発生日として、吸収分割の方法により、

当社子会社の株式会社ロコガイドが営んでおりましたグループ経営管理機

能及び投資関連事業並びに株式会社くふう中間持株会社（現株式会社くふ

う住まい）が営んでおりましたグループ経営管理機能及び投資関連事業に

関する全ての権利義務を承継いたしました。

　当社子会社の株式会社ロコガイドと株式会社くらしにくふうは、2022年

４月１日を効力発生日として、株式会社ロコガイドを存続会社とする吸収

合併を行いました。

　当社子会社の株式会社LHアーキテクチャと株式会社ウェルハウジング

は、2022年５月１日を効力発生日として、株式会社LHアーキテクチャを存

続会社とする吸収合併を行いました。なお、株式会社LHアーキテクチャは

同日付で株式会社アールプラスDMに商号変更しております。

⑤　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　当社は、2022年１月26日付で、アクトインディ株式会社の発行済株式の

33.4％を取得し、持分法適用関連会社といたしました。

区 分
第 １ 期

（当連結会計年度）
(2022年９月期)

売 上 高 (千円) 18,625,068

経 常 利 益 (千円) 1,479,748

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 (千円) 452,732

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 7.80

総 資 産 (千円) 21,329,967

純 資 産 (千円) 11,663,417

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 177.77

(2) 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．設立初年度のため、当連結会計年度のみを記載しております。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に
係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となって
おります。
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会社名 所在地
資本金
（千円）

当社の
議決権比率（％）

主要な事業内容

株 式 会 社 ロ コ ガ イ ド 東京都港区 50,000 100.0 毎日の暮らし事業

株 式 会 社 Z a i m 東京都港区 29,000 51.1 毎日の暮らし事業

株式会社キッズスター
東京都
渋谷区

90,000
50.0

[38.9]
毎日の暮らし事業

株 式 会 社 し ず お か
オ ン ラ イ ン

静岡市葵区 10,000 100.0 毎日の暮らし事業

ハ イ ア ス ・ ア ン ド ・
カ ン パ ニ ー 株 式 会 社

東京都
品川区

1,401,125
52.5
(52.5)

ライフイベント
事業

株式会社アールプラスDM 千葉県柏市 10,000
100.0
(100.0)

ライフイベント
事業

株 式 会 社 オ ウ チ ー ノ 東京都港区 50,000
100.0
(100.0)

ライフイベント
事業

株式会社おうちのくふう 東京都港区 53,000
100.0

(100.0)
ライフイベント

事業
株 式 会 社 S e v e n 
S i g n a t u r e s
I n t e r n a t i o n a l

東京都港区 100,000
100.0
(100.0)

ライフイベント
事業

株 式 会 社 エ ニ マ リ 東京都港区 54,050 100.0
ライフイベント

事業
く ふ う 少 額 短 期 保 険
株 式 会 社

東京都港区 77,670
14.9
[85.1]

投資・インキュ
ベーション事業

株式会社保険のくふう 東京都港区 3,000 100.0
投資・インキュ
ベーション事業

株 式 会 社 く ふ う
キ ャ ピ タ ル

東京都港区 5,000 100.0
投資・インキュ
ベーション事業

株式会社Da Vinci Studio 東京都港区 3,000 100.0
その他

（技術支援）
株 式 会 社 く ふ う
中 間 持 株 会 社

東京都港区 90,762 100.0
その他

（持株会社）

特定完全子会社の名称 特定完全子会社の住所
特定完全子会社の株式の

帳簿価額（千円）
当社の総資産額

（千円）

株 式 会 社 エ ニ マ リ
東京都港区三田一丁目
４番28号

5,568,049 20,392,019

(3) 重要な子会社の状況
①　重要な子会社の状況

（注）１．「当社の議決権比率」の欄の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
２．「当社の議決権比率」の欄の［　］内は、緊密な者等の所有割合で外数であり

ます。
３．株式会社ロコガイドは2022年４月１日付で株式会社くらしにくふうを吸収合併

いたしました。
４．株式会社LHアーキテクチャは2022年５月１日付で株式会社ウェルハウジングを

吸収合併し、株式会社アールプラスDMに商号変更いたしました。
５．株式会社くふう中間持株会社は2022年10月１日付で株式会社オウチーノ及び株

式会社おうちのくふうを吸収合併し、株式会社くふう住まいに商号変更いたし
ました。

②　当事業年度末日における特定完全子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

　当社グループは、生活者であるユーザーに対して「毎日の暮らし」から

「ライフイベント」までのあらゆるシーンを網羅的に支援していくととも

に、「ユーザーファースト」を徹底し、個々のユーザーの生活圏や地域社会

に最適化した情報やサービスを提供していくことを目指しております。その

ためには、グループ各社がそれぞれの得意分野を活かし、グループシナジー

効果を最大限に発揮していくことが重要な課題であると考え、以下の事項を

重点項目として対処してまいります。

①　グループとしてのブランディングの確立

　当社グループは、グループ各社において様々なサービスを展開しており

ます。当社グループ全体が持続的に成長するためには、当社グループのサ

ービスがより一層ユーザーの問題解決を支援するサービスとなり、またそ

の認知度を向上させることにより、さらに多くのユーザーに利用していた

だくことが重要であると考えております。この課題に対応するため、当社

グループ各社は引き続きユーザーニーズに対応したサービス開発を進める

と同時に、既存のサービスブランドについて統合を推進し、グループ全体

としてのブランドの強化を図ってまいります。

②　グループ内でのメディアとサービスの連携強化

　当社グループは各事業領域においてメディア、ツール、専門・相談サー

ビスといったサービスを展開しておりますが、ユーザーの利便性を高める

ためには、グループ内サービスの連携をより一層高めていくことが重要で

あると考えております。この課題に対応するため、グループ内の既存メデ

ィアの連携を進め、地域情報などの新しい価値を付加した総合メディアを

入口として各サービスの連携を深めることにより、ユーザーの問題解決が

できるワンストップサービスを目指してまいります。

③　事業パートナー向けサービスの付加価値向上

　当社グループの顧客である小売店舗、不動産会社、工務店、結婚式場と

いった事業者は、ともにユーザーに対して情報やサービスを提供する事業

パートナーであると考えております。当社グループがユーザーに対してよ

り良質な価値提供を行うためには、これらの事業パートナーに対して付加

価値の高いSaaSサービスを提供してくことや情報を共有していくことが必

要不可欠であります。この課題に対応するため、サービスの機能開発等に

よる付加価値の向上や事業パートナー拡大のための営業強化に取り組んで

まいります。
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④　グループ全体のデータ活用基盤の整備

　当社グループの各サービスでは、ユーザーの各種行動データが日々蓄積

されております。この貴重なデータをグループサービスにおけるユーザー

への行動提案強化や、事業パートナー等に対するデータ提供による付加価

値向上の支援に活用することが、ユーザーの利便性強化に繋がると考えて

おります。この課題に対応するために、グループサービスにおいて蓄積さ

れたデータの解析やデータソリューションの開発等、サービス強化に繋が

るデータ活用基盤の整備を進めてまいります。

⑤　経営者・起業家の積極的な採用及び育成

　当社グループが保有する事業ポートフォリオは「毎日の暮らし」から

「ライフイベント」まで生活者のあらゆるシーンへ拡大しております。生

活者をさらに網羅的に支援する新たな事業領域を開拓するためには、優秀

な人材の確保が重要であると考えております。この課題に対応するため、

優秀な経営者、起業家人材の獲得と育成に取り組み、グループ経営力の強

化に注力することで、当社グループのさらなる事業ポートフォリオ拡大を

推進し、新たな価値提供と企業価値向上を目指してまいります。

事 業 区 分 事 業 内 容

毎日の暮らし事業 日常生活領域及び地域情報領域に関する事業

ライフイベント事業 住まい領域及び結婚領域に関する事業

投 資 ・ イ ン キ ュ
ベ ー シ ョ ン 事 業

投資・事業開発領域に関する事業

そ の 他 グループ内外向け技術支援等の支援機能

(5) 主要な事業内容（2022年９月30日現在）

(6) 主要な事業所（2022年９月30日現在）

①　当社

　本社：東京都港区

②　子会社

　主要な子会社の所在地は、「(3) 重要な子会社の状況　①　重要な子会

社の状況」に記載のとおりであります。
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事 業 区 分 従 業 員 数

毎 日 の 暮 ら し 事 業 221（46）名

ラ イ フ イ ベ ン ト 事 業 315（46）

投資・インキュベーション事業 8 （1）

そ の 他 36（－）

全 社 （ 共 通 ） 43 （4）

合 計 623（97）

従 業 員 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

43（4）名 38.2歳 0.9年

(7) 従業員の状況（2022年９月30日現在）

①　企業集団の従業員の状況

（注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グルー

プ外から当社グループヘの出向者を含む就業人員数であります。

２．臨時雇用者数（パートタイマー・アルバイトを含み、人材会社からの派遣社員

を除く。）は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

３．全社（共通）として記載している従業員数は、特定の事業に区分できない管理

部門に所属しているものであります。

４．設立初年度のため、前連結会計年度末比増減は記載しておりません。

②　当社の従業員の状況

（注）１. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む

就業人員数であります。

２．臨時雇用者数（パートタイマー・アルバイトを含み、人材会社からの派遣社員

を除く。）は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

３．設立初年度のため、前事業年度末比増減は記載しておりません。

　借　入　先 借　入　額（千円）

株式会社三井住友銀行 2,238,848

株式会社みずほ銀行 1,306,493

(8) 主要な借入先の状況（2022年９月30日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 200,000,000株
②　発行済株式の総数 58,286,959株
③　株主数 5,397名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

穐田 誉輝 38,708千株 67.6％

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,145 2.0

NOMURA PB NOMINEES LIMITED A/C 
CPB30072 482276

1,089 1.9

GOVERNMENT OF NORWAY 953 1.7

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-
MARGIN(CASHPB)

888 1.6

THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 
LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1

458 0.8

株式会社SBI証券 402 0.7

RBC ISB LUX NON RES/DOM RATE-UCITS 
CLIENTS ACCOUNT-MIG

375 0.7

前田 卓俊 350 0.6

楽天証券株式会社 332 0.6

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2022年９月30日現在）

④　大株主

（注）１．当社は、自己株式を1,001,413株保有しておりますが、上記大株主からは除外

しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．持株比率は小数点第２位を四捨五入しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状
況

　　該当事項はありません。

(2) 新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約
権の状況

　該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取締役 穐田　誉輝

報酬委員
住まい領域、投資・事業開発領域管掌
株式会社くふう中間持株会社（現株式会社くふう
住まい）代表取締役
株式会社Zaim取締役
株式会社ロコガイド取締役会長

取締役 菅間　淳
指名委員、報酬委員
経営管理領域管掌

取締役 西村　淸彦

指名委員長、報酬委員長、監査委員
取締役会議長
Market News International Connect Advisory 
Boardボードメンバー
東京大学名誉教授
政策研究大学院大学特別教授
西村アソシエイツ合同会社代表社員

取締役 熊坂　賢次

指名委員、報酬委員、監査委員
慶應義塾大学環境情報学部名誉教授
株式会社Zaim社外監査役
合同会社kenG代表社員
一般社団法人FOODFOOD代表理事

取締役 橋岡　宏成

指名委員、報酬委員、監査委員長
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所
パートナー弁護士
トレンダーズ株式会社社外監査役

(3) 会社役員の状況

①　取締役及び執行役の状況

イ．取締役の状況（2022年９月30日現在）

（注）１. 西村淸彦氏、熊坂賢次氏及び橋岡宏成氏は社外取締役であります。

２. 取締役西村淸彦氏は、経済学の研究者としての深い知見に加え、日本銀行にお

いて培われた財政・金融その他経済全般にわたる高い見識を有しております。

３. 取締役熊坂賢次氏は、ネットワーク社会論及びネットワーク調査法の研究者と

しての専門的な見地に加え、有識者としての知見を有しております。

４．取締役橋岡宏成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度

の知見を有しております。

５. 当社は、取締役西村淸彦氏、熊坂賢次氏及び橋岡宏成氏を、株式会社東京証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

６. 当社は、常勤の監査委員を選定しておりませんが、監査補助者を配置し、監査

委員会の監査の実効性が確保できる体制を整えております。

７．取締役穐田誉輝氏及び菅間淳氏は、執行役を兼務しております。

８．取締役穐田誉輝氏は、2022年10月３日付で株式会社くふう中間持株会社（現株

式会社くふう住まい）代表取締役及び取締役を退任しております。

９．取締役穐田誉輝氏の担当は、2022年10月１日付で住まい領域、投資・事業開発

領域管掌から住まい領域、結婚領域、投資・事業開発領域管掌に変更しており

ます。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表執行役 穐田　誉輝 「イ．取締役の状況」記載のとおり

執行役 堀口　育代

日常生活領域、結婚領域管掌
株式会社エニマリ代表取締役
株式会社キッズスター取締役
株式会社ロコガイド代表取締役
株式会社千趣会社外取締役

執行役 菅間　淳 「イ．取締役の状況」記載のとおり

執行役 片桐　優

地域情報領域管掌
株式会社Akarico代表取締役
株式会社ロコガイド取締役
株式会社AOBEAT代表取締役
株式会社しずおかオンライン取締役
株式会社Zaim取締役
株式会社リテール総合研究所取締役

執行役 池田　拓司
デザイン開発領域管掌
デザインアンドライフ株式会社代表取締役
株式会社CLAN代表取締役

執行役 吉川　崇倫

テクノロジー開発領域管掌
株式会社オウチーノ（現株式会社くふう住まい）
取締役
株式会社Da Vinci Studio代表取締役
アクトインディ株式会社取締役

執行役 前田　卓俊
プロダクト開発領域管掌
株式会社ロコガイド取締役

ロ．執行役の状況（2022年９月30日現在）

（注）１．執行役堀口育代氏の担当は、2022年10月１日付で日常生活領域、結婚領域管掌
から日常・地域生活領域管掌に変更しております。

２．執行役堀口育代氏は、2022年10月１日付で株式会社エニマリ代表取締役及び取
締役を退任しております。

３．執行役片桐優氏の担当は、2022年10月１日付で地域情報領域管掌から人材採用
領域管掌に変更しております。

４．執行役吉川崇倫氏が取締役を務めていた株式会社オウチーノは、2022年10月１
日付で株式会社くふう中間持株会社（現株式会社くふう住まい）に吸収合併さ
れ消滅いたしました。

５．執行役吉川崇倫氏は、2022年10月１日付で株式会社ロコガイド取締役に就任し
ております。

６．執行役前田卓俊氏は、2022年10月１日付で株式会社Da Vinci Studio取締役に
就任しております。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役（業務執行取締役等である者を除きます）は、会社法第
427条第１項及び定款の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の額
は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が
認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善
意かつ重大な過失がないときに限られます。

－ 16 －



区 分
報酬等の総
額（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（ 名 ）基本報酬

業績連動
報 酬 等

非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

24,000
（24,000）

24,000
（24,000）

－
（－）

－
（－）

3
（3）

執 行 役 205,200 205,200 － － 7

合 計
（うち社外役員）

229,200
（24,000）

229,200
（24,000）

－
（－）

－
（－）

10
（3）

③　補償契約の内容の概要等
　当社は、取締役穐田誉輝氏、菅間淳氏、西村淸彦氏、熊坂賢次氏、橋岡　
宏成氏、執行役堀口育代氏、片桐優氏、池田拓司氏、吉川崇倫氏及び前田
卓俊氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結し
ており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を、取締役会の決議によ
り、法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。な
お、役員等が不正な利益を図り、また会社に損害を加える目的で職務を執
行したものであったことが判明した場合、情報提供、報告を怠ったまたは
遅延した場合、その職務を行うにつき悪意または重過失があったことによ
り損害賠償を請求された場合には、補償の対象としないこととしておりま
す。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、保険会社との間で当社の取締役及び執行役を被保険者とする、

会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、

株主や第三者から損害賠償請求を受けた場合等において、被保険者が負担

することとなる損害賠償金、争訟費用等を填補することとしております。

当該保険契約では、填補する額について限度額を設けることにより、当該

役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて

おります。当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。

⑤　取締役及び執行役の報酬等

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）取締役と執行役の兼任者の数及び報酬は、執行役に含めて記載しております。

ロ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、取締役及び執行役の報酬を当社グループの企業価値向上の観
点で重要な事項として位置づけ、報酬委員会で取締役・執行役の報酬方
針を定めております。
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 a．取締役報酬の考え方と報酬の構成

　経営の監督機能を取締役が十分に発揮するのにふさわしい報酬とな

るように、経歴・専門的知識・担当する役割を総合的に勘案して、報

酬委員会で個人別報酬を決定しております。執行役を兼務しない取締

役は月額固定の報酬としております。なお、執行役を兼務する取締役

は下記執行役の報酬を支給しております。

 b．執行役報酬の考え方と報酬の構成

　執行役が担う役割や担当する責任領域、実績、専門性、他社におけ

る過去の実績等の要素を総合的に勘案し、報酬委員会で個人別報酬を

決定しております。上記が加味された月額固定の報酬としておりま

す。

　取締役・執行役の個人別の報酬等の内容については、３名の社外取

締役を含む５名の取締役で構成される報酬委員会で決定しておりま

す。委員自身の報酬等に関する事項が議論される場合には、当該委員

の出席はできないものとしております。

 c．当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定

方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由

　報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容の決定に

当たっては、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行ってお

り、その決定方針に沿うものであると判断しております。

ハ．社外役員が親会社等または親会社等の子会社等（当社を除く）から受

けた役員報酬等の総額

　該当事項はありません。

⑥　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役西村淸彦氏は、Market News International Connect 

Advisory Boardのボードメンバー、東京大学の名誉教授、政策研究大

学院大学の特別教授、西村アソシエイツ合同会社の代表社員でありま

すが、これらの兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

・社外取締役熊坂賢次氏は、当社の子会社である株式会社Zaimの社外監

査役であります。また、慶應義塾大学環境情報学部の名誉教授、合同

会社kenGの代表社員及び一般社団法人FOODFOODの代表理事であります

が、これらの兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

・社外取締役橋岡宏成氏は、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパー

トナー弁護士、トレンダーズ株式会社の社外監査役でありますが、こ

れらの兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
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出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 西村　淸彦

当事業年度に開催された取締役会全22回、監査委員会全

13回、指名委員会全５回、報酬委員会全５回の全てに出

席しました。主に経済学の研究者としての専門的見地や

日本銀行において培われた財政・金融その他経済全般に

わたる高い見識から意見を述べるなど、取締役会及び監

査委員会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための

役割を果たすほか、取締役会議長として議論の質の向上

に努めていただきました。また、指名委員会の委員長と

して役員選任に関する議事の主導や、報酬委員会の委員

長として客観的・中立的立場で役員報酬等の決定を主導

するとともに、監査委員会の委員として適宜必要な助言

をいただきました。

社外取締役 熊坂　賢次

当事業年度に開催された取締役会全22回、監査委員会全

13回、指名委員会全５回、報酬委員会全５回の全てに出

席しました。主にネットワーク社会論及びネットワーク

調査法の研究者としての専門的見地から当社の経営全般

に対し意見を述べるなど、取締役会及び監査委員会の意

思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行いま

した。また、監査委員会、指名委員会、報酬委員会の委

員として適宜必要な助言をいただきました。

社外取締役 橋岡　宏成

当事業年度に開催された取締役会全22回、監査委員会全

13回、指名委員会全５回、報酬委員会全５回の全てに出

席しました。主に企業法務に精通した弁護士としての見

地から法令順守に係る意見を述べるなど、取締役会及び

監査委員会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため

の発言を行いました。また、監査委員会の委員長とし

て、役員の職務執行の監査を主導するとともに、指名委

員会、報酬委員会の委員として適宜必要な助言をいただ

きました。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

65,500

(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　誠栄監査法人

②　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれ

らの合計額を記載しております。

２．監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報

酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったう

えで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に

該当すると認められる場合、必要に応じて、監査委員全員の同意により会

計監査人を解任いたします。

　また、監査委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立

性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の遂行に

支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合

には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の

内容を決定いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社及び子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」といいます。）

は、個人の生活に直接的に関わる領域において、各種サービスの提供を行っ

ております。そのため、社会から高い信頼性が求められ、その信頼性が当社

グループの企業価値に直接的に影響するものと認識しております。この信頼

性を維持・向上させるため、当社は、以下の方法により当社グループの企業

活動に関する重要な法令、定款及び社内規程（以下「法令等」といいま

す。）の遵守を含む、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整

備します。

①　当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制

イ．当社は、指名委員会等設置会社として、社外取締役の活用等を通じ、

取締役会による経営監督及び監査委員会による監査活動等を行います。

ロ．当社は、必要に応じて当社の執行役及び使用人に対して啓発活動や研

修を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行

い、当社グループのコンプライアンス体制の強化を図ります。

ハ．当社は、当社グループにおける法令等への違反その他コンプライアン

スに関する問題の早期発見と是正を図るため、内部通報規程を制定し、

内部通報窓口を設置します。

ニ．当社は、内部監査担当者を選任し、定期的に当社グループの内部監査

を実施します。内部監査の結果は速やかに代表執行役及び監査委員会に

報告し、必要に応じて是正活動を行うことで、内部統制システムの継続

的な向上を図ります。

ホ．監査委員会は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状

況を含め、執行役及び使用人の職務の執行を監査します。また、監査委

員会は、内部監査担当者に対して、監査機能上の指揮命令を行えるもの

とし、内部監査結果報告を受けるとともに、内部監査実施に関する指示

を行い、以下に掲げる内部監査部門に関する事項につき承認をします。

(a）内部監査方針及び内部監査計画

(b）内部監査部門長の選解任、評価及び報酬

(c）その他内部監査活動について監査委員会が重要と判断する事項

へ．当社は、当社の執行役及び使用人の法令等違反の行為については、就

業規則その他の社内規程に基づき、適正に処分を行います。

ト．当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の

法令等に基づき、適正な内部統制を整備・運用します。また、法令等に

定められた開示は、適時適切に行います。

チ．当社は、当社グループが反社会的勢力に対して厳正に対応し、反社会

的勢力との関わりを排除するため、反社会的勢力対応規程を定めるとと

もに、取引先については当該規程に基づき反社会的勢力に該当しないこ

との確認を行います。
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リ．コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、当社におけるコンプラ

イアンス・リスクに関する事項は執行役会に報告されます。執行役会

は、報告を受けた事項につき関係部門に調査・対応策策定等を指示する

とともに、その報告を求めます。また、執行役会は、その内容を取締役

会に報告するとともに、再発防止策の策定等を行います。

②　当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制

イ．当社は、指名委員会等設置会社を採用し、業務執行の決定に関する権

限を大幅に執行役に委任することで、経営監督機能と業務執行機能の強

化、経営の効率化及び意思決定の迅速化を図るほか、組織運営規程その

他の社内規程に基づく職務権限及び意思決定ルールの整備等により、執

行役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備します。

ロ．当社は、定期的に執行役会を開催し、組織運営規程その他の社内規程

に基づき、業務執行上の意思決定を行います。

ハ．各執行役は、取締役会において決定された各執行役の担当する領域及

び取締役会または執行役会から委任を受けた範囲内で職務を行うほか、

決定事項の重要性及びリスクに応じて決裁方法を定めた組織運営規程そ

の他の社内規程に基づき日常的な意思決定を行います。

③　当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．当社は、執行役の職務の執行にかかる文書その他の情報について、文

書管理規程を制定し、法令等に従い適切に保存及び管理します。

ロ．当社は、執行役会規程及び文書管理規程において、執行役会議事録及

び稟議書をはじめとする執行役の職務の執行に係る各種情報の保存及び

管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及び管理を図ります。

④　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．個人の生活に直接的に関わる領域において事業展開する会社として、

ユーザーからの信頼を獲得・維持することをリスク管理における最重要

課題としております。

ロ．取締役会は、経営上の重要な意思決定にあたり、損失の可能性につい

て十分な検証を行います。

ハ．当社は、情報セキュリティ基本規程に基づき、当社グループにおける

情報セキュリティ体制を確立・強化します。

ニ．当社は、個人情報保護規程に基づき、当社グループにおける個人情報

保護体制を確立・強化します。

ホ．当社は、当社グループの企業活動に関する重大な危機が発生した場合

には、代表執行役を中心に危機への対応とその速やかな収拾に向けた活

動を行います。
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へ．監査委員会は、リスク管理体制の実効性について監査します。

ト．当社では、取締役会が、取締役会規程その他の社内規程に基づき定期

的に当社グループの取締役、執行役及び使用人からリスク・コンプライ

アンスに関する報告を受けるとともに、重要な事項につき審議を行いま

す。

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体

制

　　当社は、当社と各子会社との間の協定（以下「グループ間協定」と

いいます。）により、子会社から定期的な財務報告を受けるととも

に、重要な意思決定に関する事項については事前承認事項または報告

事項とすることで、適正な子会社管理を確保する体制を構築します。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　当社は、グループ間協定により、各子会社にリスク管理を行うこと

を求めるとともに、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管

理します。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制

(a）当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グル

ープの適正かつ効率的な経営に資するため、グループ事業会社支援規

程を制定します。

(b）当社は、子会社に対し、その事業内容や規模等に応じて、指揮命令

系統、権限及び意思決定その他の組織に関する体制の構築を求めま

す。

(c）当社は、子会社に役員等を派遣するほか、必要に応じて子会社に対

して間接業務を提供することにより、効率的な業務執行の体制を構築

します。

(d）当社は、各子会社の中期経営計画を承認し、それに基づく主要経営

目標の設定及びその進捗についての定期的な検証を行うとともに、年

度ごとの子会社別目標を設定し、実績を管理します。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

(a）当社は、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、子会社の取

締役等及び使用人が適法かつ公正な事業活動を行う体制を構築しま

す。

(b）当社は、必要に応じて子会社の取締役等及び使用人に対して啓発活

動や研修を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓

発を行い、子会社のコンプライアンス体制の強化を図ります。
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(c）当社は、子会社における法令等違反その他コンプライアンスに関す

る問題の早期発見及び是正を図るため、子会社の取締役等及び使用人

が内部通報をするための窓口を設置します。

(d）当社は、子会社に役員等を派遣し、業務執行の状況を把握するとと

もに、当社による内部監査を実施することにより、子会社の業務の適

正を確保します。

⑥　当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　　当社では、取締役会室が監査委員会の職務を補助するほか、監査委員会

は、必要と判断した場合には、監査委員会の業務を補助すべき取締役及び

使用人を選任します。

⑦　前項の取締役及び使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項並び

に当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する当該職務に関

する指揮命令権は、監査委員会に委譲されるものとし、監査委員会の職務

を補助するに際しては、監査委員会の指揮命令にのみ従います。また、監

査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する評価及び人事権の

行使については、監査委員会または監査委員会の選任する監査委員の承認

を得ます。

⑧　当社の監査委員会への報告に関する体制

イ．取締役（監査委員である取締役を除く。）及び執行役は、監査委員会

規程に基づき、その職務の執行状況について、監査委員会の求めに応じ

て報告を行います。執行役は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れ

がある事実を発見した場合には、直ちに監査委員に当該事実を報告しま

す。

ロ．当社は、内部通報規程に基づき、取締役、執行役及び使用人、子会社

の取締役等及び使用人並びにこれらの者から報告を受けた者が、当社グ

ループにおける組織的または個人的な法令等に違反する行為またはその

おそれのある行為を認識したときに当該行為を通報するための内部通報

制度を設けており、内部通報の対象となった行為の調査の結果は監査委

員会に報告することとしております。

⑨　前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

　　当社は、監査委員会への報告を行った当社の取締役、執行役及び使用人

並びに子会社の取締役等及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由と

して不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を内部通報規程に定め、当

社の取締役、執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人に周知

徹底します。

－ 24 －



⑩　当社の監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執行に関するものに
限る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　当社は、監査委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払、支出
した費用等の償還または負担した債務の弁済を当社に請求したときは、そ
の費用等が監査委員会の職務の執行について生じたものでないことを証明
できる場合を除き、これに応じます。

⑪　その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するため
の体制
イ．監査委員会は、自ら監査を行うほか、内部監査を有効に活用し連携す
ることで、その実効性を高めます。

ロ．監査委員会は、内部監査計画について承認するとともに、必要に応じ
て内部監査計画の変更を指示します。また、監査委員会は、内部監査の
実施状況を監督するほか、定期的に自ら内部監査も含めた業務の執行を
監査することとします。

ハ．監査委員会は、定期的に情報交換を行うなど会計監査人との連携を密
に行い、会計に関する監査を行います。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に確認し調
査を実施しており、執行役会にその内容を報告しております。また、確認調
査の結果判明した問題点につきましては、是正措置を行い、より適切な内部
統制システムの運用に努めております。なお、業務の適正を確保するための
体制の運用状況は以下のとおりであります。

①　コンプライアンスに関する取組み
・内部通報規程に基づき、当社の従業員を社内窓口とし、外部の弁護士を
社外窓口とする通報者のプライバシーに配慮した内部通報制度を運用し
ております。

・コンプライアンス・リスク管理規程に基づき、全従業員に対して、定期
的に社内研修等を通じてコンプライアンスに関する教育を実施しており
ます。

・内部監査規程に基づき、内部監査を通じて法令等の遵守状況の確認を行
い、必要に応じて適宜改善を図っております。

②　リスク管理体制の強化
・取締役会は、経営上の重要な意思決定にあたり、損失の可能性を十分に
検証しております。

・執行役会は予見されるリスクの洗い出し、評価の実施、対応策の策定を
行っております。

・内部監査規程に基づき、内部監査を通じて業務上のリスクの把握・確認
を行い、必要に応じて適宜改善を図っております。
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③　当社グループにおける業務の適正の確保

・当社は、各事業会社の運営上必要な管理業務機能を集約しており、各事

業会社に対して経営支援契約に基づき経営支援を行っております。ま

た、必要に応じて各事業会社への当社役職員の派遣、各事業会社からの

定期的な情報収集や領域会議の開催、執行役会での情報共有等を通じ

て、グループ全体と各事業会社の意思疎通の強化を図るとともに、グル

ープ基本ルールに則った内部管理体制整備、内部統制機能の強化を推進

しております。

④　監査委員の監査体制

・監査委員会は、監査委員３名全員を社外から選任しており、当社の監査

委員会規程及び各種法令等に基づき執行役及び取締役の職務の執行の監

査等を行っております。監査委員は、内部監査担当者と連携のうえ、重

要な会議への出席、執行役、取締役及び使用人等からの職務の執行状況

の聴取、重要な決裁書類の閲覧等を行い、当社及び主要な子会社におい

て業務及び財産の状況の調査を行うこと等により、執行役及び取締役の

職務執行の適法性及び妥当性を監査しております。また、会計監査人及

び内部監査部門と十分な連携を図ること等により、監査の実効性を高め

ております。

４．会社の支配に関する基本方針

　該当事項はありません。

５．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な施策の一つとして認

識しており、経営成績及び財政状態を勘案しつつ利益配当を検討してまいりた

いと考えております。しかしながら現時点では、事業の効率化と事業拡大のた

めの投資を優先し、なお一層の業容拡大を目指すことが、株主の皆様に対する

最大の利益還元に繋がると判断し、当面は内部留保に努め、事業への投資資金

の確保を優先しております。

　当社は、会社法第459条第１項に基づき、期末配当は９月末、中間配当は３

月末をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取締

役会の決議により行うことを定款に定めております。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は表示単位未満の端数を切り捨てて表

示しております。また、比率（％）については、表示単位未満を四捨五入

して表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

販 売 用 不 動 産

営業投資有価証券

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

株 式 交 付 費
　

14,826,629

7,269,013

1,007,224

84,305

168,595

2,269

2,758,334

2,979,331

596,492

△38,936

6,498,354

397,830

300,850

96,980

4,053,360

3,526,212

527,147

2,047,163

678,604

825,575

834,607

△291,623

4,983

4,983
　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 7,295,564

買 掛 金 550,130

支 払 備 金 8,062

責 任 準 備 金 4,043

短 期 借 入 金 2,981,658

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

1,034,272

資 産 除 去 債 務 3,525

未 払 法 人 税 等 313,649

前 受 金 1,104,977

賞 与 引 当 金 30,140

ポイント引当金 4,908

訂正関連費用引当金 45,420

移転損失引当金 244,991

事業整理損失引当金 59,406

そ の 他 910,379

固 定 負 債 2,370,985

社 債 8,250

長 期 借 入 金 1,840,193

資 産 除 去 債 務 95,035

繰 延 税 金 負 債 225,986

株式給付引当金 146,761

そ の 他 54,758

負 債 合 計 9,666,550

（純資産の部）

株 主 資 本 9,777,754

資 本 金 13,182

資 本 剰 余 金 9,016,914

利 益 剰 余 金 1,191,480

自 己 株 式 △443,824

その他の包括利益累計額 406,041

その他有価証券評価差額金 399,143

為 替 換 算 調 整 勘 定 6,897

新 株 予 約 権 10,216

非支配株主持分 1,469,404

純 資 産 合 計 11,663,417

資 産 合 計 21,329,967 負 債 純 資 産 合 計 21,329,967

連 結 貸 借 対 照 表

（2022年９月30日現在）
（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年10月１日から
2022年９月30日まで)

科 目 金 額

売 上 高 18,625,068

売 上 原 価 9,411,176

売 上 総 利 益 9,213,891

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,655,765

営 業 利 益 1,558,126

営 業 外 収 益

受 取 利 息 217

為 替 差 益 42,224

助 成 金 収 入 9,263

そ の 他 35,469 87,174

営 業 外 費 用

支 払 利 息 47,333

支 払 手 数 料 59,290

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 5,269

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 45,188

そ の 他 8,470 165,552

経 常 利 益 1,479,748

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 239

新 株 予 約 権 戻 入 益 560 800

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 8,934

減 損 損 失 68,951

事 業 整 理 損 失 引 当 金 繰 入 額 81,877

移 転 損 失 引 当 金 繰 入 額 244,991

そ の 他 35,708 440,462

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,040,085

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 590,849

法 人 税 等 調 整 額 △159,199 431,649

当 期 純 利 益 608,435

非支配株主に帰属する当期純利益 155,703

親会社株主に帰属する当期純利益 452,732

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

営業投資有価証券

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

投 資 有 価 証 券

出 資 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

7,345,345

1,932,351

56,794

2,979,331

24,131

2,576,023

54,714

△278,000

13,046,673

416

416

0

0

0

13,046,256

12,987,107

0

50,000

94,836

4,980

332

△91,000
　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 5,875,559

短 期 借 入 金 1,496,000

関係会社短期借入金 3,652,643

１ 年 内 返 済 予 定
長 期 借 入 金

441,996

１ 年 内 返 済 予 定
関係会社長期借入金

185,600

未 払 金 45,968

未 払 費 用 11,688

未 払 法 人 税 等 3,800

そ の 他 37,863

固 定 負 債 4,967,177

長 期 借 入 金 1,172,835

関係会社長期借入金 3,571,817

繰 延 税 金 負 債 222,524

負 債 合 計 10,842,737

（純資産の部）

株 主 資 本 9,142,848

資 本 金 13,182

資 本 剰 余 金 9,563,249

資 本 準 備 金 13,182

その他資本剰余金 9,550,066

利 益 剰 余 金 10,241

その他利益剰余金 10,241

繰越利益剰余金 10,241

自 己 株 式 △443,824

評価・換算差額等 399,143

その他有価証券評価差額金 399,143

新 株 予 約 権 7,289

純 資 産 合 計 9,549,281

資 産 合 計 20,392,019 負 債 純 資 産 合 計 20,392,019

貸　借　対　照　表

（2022年９月30日現在）
（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年10月１日から
2022年９月30日まで)

科 目 金 額

売 上 高 1,115,625

売 上 原 価 262,048

売 上 総 利 益 853,577

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 899,879

営 業 損 失 46,302

営 業 外 収 益

受 取 利 息 39,178

消 費 税 等 簡 易 課 税 差 額 収 入 8,611 47,790

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24,810

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 100,000

そ の 他 4,046 128,857

経 常 損 失 127,369

特 別 利 益

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 148,538

そ の 他 369 148,907

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 7,497 7,497

税 引 前 当 期 純 利 益 14,041

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,800 3,800

当 期 純 利 益 10,241

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 田 村 和 己

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 森 本 晃 一

独立監査人の監査報告書
2022年11月21日

株式会社くふうカンパニー

取締役会　御中

誠栄監査法人

東京都千代田区

監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社くふうカンパニーの

2021年10月１日から2022年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監

査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、株式会社くふうカンパニー及び連結子会社からなる企業集

団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における

監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規

定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫

理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手したと判断している。

強調事項

　１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2022年９月22日開催の執行役会

において株式会社CultureStudioTokyo及びその子会社である株式会社trippieceの

株式を取得し、子会社化することを決議し、2022年10月４日付でそれぞれを子会社

としている。

　２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社の子会社であるハイアス・アン

ド・カンパニー株式会社は、2022年11月11日開催の取締役会において、OMソーラー

株式会社の株式を取得し、子会社化することを決議し、2022年11月30日付で同社を

子会社とする予定である。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内

容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて

おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読

の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た

知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以

外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による

重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断

した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類

を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には

当該事項を開示する責任がある。

　監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の

職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不

正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報

告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表

示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書

類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判

断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人

の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立

案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ

た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記

事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求

められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算

書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す

る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指

示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負

う。

　監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容

について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 田 村 和 己

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 森 本 晃 一

独立監査人の監査報告書
2022年11月21日

株式会社くふうカンパニー

取締役会　御中

誠栄監査法人

東京都千代田区

　監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社くふうカンパ

ニーの2021年10月１日から2022年９月30日までの第１期事業年度の計算書類、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明

細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2022年９月22日開催の執行役会にお

いて株式会社CultureStudioTokyo及びその子会社である株式会社trippieceの株式を取

得し、子会社化することを決議し、2022年10月４日付でそれぞれを子会社としている。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内

容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

　監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の

職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示

は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の

利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ

れる。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人

の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案

するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ

た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が

適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等

の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示

しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容

について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査委員会は、2021年10月１日から2022年９月30日までの第１期事業年

度における取締役及び執行役の職務の執行について監査いたしました。その

方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関

する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内

部統制システム）について取締役及び執行役並びに使用人等からその構築

及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監

査担当者と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等から

その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しまし

た。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報

の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計 監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人か ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項） を「監査に関する品

質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を 受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

監査委員会の監査報告
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
②　取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しく

は定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 誠栄監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人 誠栄監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

2022年11月22日

株式会社くふうカンパニー　監査委員会

監査委員 橋岡　宏成 ㊞

監査委員 西村　淸彦 ㊞

監査委員 熊坂　賢次 ㊞
　
（注）監査委員橋岡宏成、西村淸彦及び熊坂賢次は、会社法第２条第15号及

び第400条第３項に規定する社外取締役であります。

以　上
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現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供）

（削除）

第16条　当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報

告、計算書類及び連結計算書類に

記載又は表示をすべき事項に係る

情報を、法務省令に定めるところ

に従いインターネットを利用する

方法で開示することにより、株主

に対して提供したものとみなすこ

とができる。

株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただ

し書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電

子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款を変更するものであります。

(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定

款に定めるため、変更案第16条（電子提供措置等）第１項を新設するもの

です。

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項の

うち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法

務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16

条（電子提供措置等）第２項を新設するものです。

(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されると、現行定款第16条（株主総会

参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるた

め、これを削除するものです。

(4) 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものです。なお、本附

則は所定の期日経過後に削除いたします。

２．変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。
下線は変更部分を示します。
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現 行 定 款 変 更 案

（新設） （電子提供措置等）

第16条　当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類等の内容で

ある情報について、電子提供措置

をとる。

　　２　当会社は、電子提供措置をとる事

項のうち法務省令で定めるものの

全部又は一部について、議決権の

基準日までに書面交付請求した株

主に対して交付する書面に記載し

ないことができる。

（附則）

（附則の削除）

第２条　本附則は、当会社の最初の定時株

主総会の終結の時をもって自動的

に削除するものとする。

第２条　前条及び本条は、当会社の最初の

定時株主総会の終結の時をもって

自動的に削除するものとする。

（新設） （電子提供措置等に関する経過措置）

第３条　2023年２月末日までの日を株主総

会の日とする株主総会について

は、変更前定款第16条（株主総会

参考書類等のインターネット開示

とみなし提供）はなお効力を有す

る。

（新設） （附則の削除）

第４条　前条及び本条は、2023年３月１日

又は前条の株主総会の日から３か

月を経過した日のいずれか遅い日

後にこれを削除する。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

あき

穐
た

田

 

　
よし

誉
てる

輝

(1969年４月29日)

1993年４月 ㈱日本合同ファイナンス　　

（現ジャフコグループ㈱）入社

1996年４月 ㈱ジャック（現㈱カーチスホー

ルディングス）入社

1999年９月 ㈱アイシーピー代表取締役

2000年５月 ㈱カカクコム取締役

2001年12月 同社代表取締役

2007年７月 クックパッド㈱取締役

2012年５月 同社代表執行役

2012年11月 ㈱Zaim取締役（現任）

2015年７月 ㈱みんなのウェディング

（現㈱エニマリ）取締役

2017年３月 ㈱オウチーノ

（現㈱くふう住まい）取締役

2017年４月 ㈱ロコガイド代表取締役

2017年６月 ㈱LITALICO社外取締役

（監査等委員）

2018年10月 ㈱くふうカンパニー

（現㈱くふう住まい）取締役

2021年７月　ハイアス・アンド・カンパニー

㈱取締役

2021年10月　当社取締役兼代表執行役、報酬

委員、住まい領域管掌（現任）

2021年10月　㈱くふう中間持株会社（現㈱く

ふう住まい）代表取締役

2021年10月　㈱ロコガイド取締役会長

（現任）

2022年９月　当社投資・事業開発領域管掌

（現任）

2022年10月　当社結婚領域管掌（現任）

38,708,720株

第２号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員（５名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります

ので、指名委員会の決定に基づき、取締役５名の選任をお願いするものでありま

す。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

２

かん

菅
ま

間

 

　
じゅん

淳

(1971年７月26日)

1993年10月　公認会計士第２次試験合格

1995年４月　山一證券㈱入社

1998年２月　プライスウォーターハウスコン

サルタント㈱（現日本アイ・ビ

ー・エム㈱）入社

2000年４月　メリルリンチ証券

（現BofA証券㈱）東京支店入社

2003年10月　リーマン・ブラザーズ証券

東京支店入社

2006年７月　ドイツ証券㈱入社

2014年５月　クックパッド㈱執行役

2017年３月　㈱オウチーノ

（現㈱くふう住まい）取締役

2018年10月　㈱くふうカンパニー

（現㈱くふう住まい）取締役

2021年７月　ハイアス・アンド・カンパニー

㈱取締役

2021年10月　当社取締役兼執行役、　　　　

指名委員、報酬委員、　　　　　

経営管理領域管掌（現任）

155,450株
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

３

にし

西
むら

村

 

　
きよ

淸
ひこ

彦

(1953年３月30日)

1983年１月　東京大学経済学部助教授

1994年11月　東京大学経済学部教授

2003年10月　内閣府経済社会総合研究所総括

政策研究官東京大学大学院経済

学研究科教授（併任）

2004年３月　東京大学大学院経済学研究科　

教授（委嘱）

2005年４月　日本銀行政策委員会審議委員

2008年３月　日本銀行副総裁

2013年３月　東京大学大学院経済学研究科　

教授

2013年10月　束京大学大学院経済学研究科　

研究科長・経済学部長

2014年２月　総務省統計委員会委員長

2014年７月　クックパッド㈱取締役

2016年４月　政策研究大学院大学教授

2016年４月　日本女子大学評議員

2016年12月　Market News International 

Connect Advisory Board

ボードメンバー（現任）

2017年６月　東京大学名誉教授（現任）

2017年12月　㈱みんなのウェディング

（現㈱エニマリ）取締役

2018年４月　政策研究大学院大学特別教授

（現任）

2018年10月　㈱くふうカンパニー

（現㈱くふう住まい）

取締役（監査等委員）

2019年４月　日本女子大学理事

2020年６月　㈱ニッセイ基礎研究所

特別招聘顧問

2021年２月　西村アソシエイツ（同）

代表社員（現任）

2021年10月　当社社外取締役、　　　　　　

取締役会議長、指名委員長、　

報酬委員長、監査委員（現任）

13,400株
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

４

くま

熊
さか

坂

 

　
けん

賢
じ

次

(1947年１月28日)

1990年４月　慶應義塾大学環境情報学部

助教授

1994年６月　慶應義塾大学環境情報学部教授

2001年６月　慶應義塾大学環境情報学部

学部長

2003年４月　（公財）ソフトピアジャパン

理事長

2004年９月　クックパッド㈱社外取締役

2012年４月　慶應義塾大学環境情報学部教授

シニア有期

2017年４月　慶應義塾大学環境情報学部

名誉教授（現任）

2018年６月　㈱ロコガイド社外取締役

（監査等委員）

2019年１月　㈱Zaim社外監査役（現任）

2019年４月　（同）kenG代表社員（現任）

2019年４月　（－社）FOODFOOD代表理事

（現任）

2021年10月　当社社外取締役、指名委員、　

報酬委員、監査委員（現任）

－株

５

はし

橋
おか

岡

 

　
ひろ

宏
なり

成

(1967年１月23日)

1991年４月　㈱住友銀行

（現㈱三井住友銀行）入行

1998年４月　弁護士登録（東京弁護士会所

属）

2004年９月　㈱ゴルフダイジェスト・オンラ

イン社外取締役

2007年６月　㈱ユナイテッドアローズ

社外監査役

2008年８月　ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事

務所設立

　　　　　　パートナー弁護士（現任）

2009年３月　昭和情報機器㈱社外監査役

2011年６月　トレンダーズ㈱社外監査役

（現任）

2011年６月　㈱エー・ピーカンパニー（現㈱

エー・ピーホールディングス）

社外監査役

2014年６月　㈱アイフリークモバイル

社外監査役

2018年６月　㈱ロコガイド社外取締役

（監査等委員）

2021年10月　当社社外取締役、指名委員、　

報酬委員、監査委員長（現任）

－株
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（注）１．取締役候補者穐田誉輝氏は、当社の大株主であり親会社等に該当します。その

他の各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．西村淸彦氏、熊坂賢次氏及び橋岡宏成氏は、社外取締役候補者であります。当

社は、各氏を株式会社東京証券取引所が定める上場規程に基づく独立役員とし

て指定し、同取引所に届け出ており、各氏の再任が承認された場合には、独立

役員の指定を継続する予定であります。なお、各氏の社外取締役としての在任

期間は、本総会終結の時をもって１年２ヵ月となります。

３．上記候補者を社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要

・西村淸彦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は経済学の研究者として

の深い知見に加え、日本銀行において培われた財政・金融その他経済全般に

わたる高い見識を有しており、経営全般に対する助言等をいただくことを期

待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名委員会、報酬

委員会、監査委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決

定に対し、独立した立場で関与いただく予定であります。

・熊坂賢次氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏はネットワーク社会論及

びネットワーク調査法の研究者としての専門的見地に加え、有識者としての

知見から経営全般に対する助言等をいただくことを期待したためでありま

す。また、同氏が選任された場合は、指名委員会、報酬委員会、監査委員会

の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した

立場で関与いただく予定であります。

・橋岡宏成氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に社外取締役また

は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありません

が、企業法務に精通した弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の妥

当性、適正性を確保するための助言等をいただくことを期待したためであり

ます。また、同氏が選任された場合は、指名委員会、報酬委員会、監査委員

会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立し

た立場で関与いただく予定であります。

４．当社は西村淸彦氏、熊坂賢次氏及び橋岡宏成氏との間で、会社法第427条第１

項及び定款の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。各氏の再任が承認された場合には、同契約を継続する予

定であります。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「２．会社の現況　

(3) 会社役員の状況　②　責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであり

ます。

５．当社は、各候補者との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を

締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を、取締役会の決議に

より、法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。各候

補者の再任が承認された場合には、同契約を継続する予定であります。なお、

当該契約の内容の概要は、事業報告「２．会社の現況　(3) 会社役員の状況　

③　補償契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。
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６．当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の３第

１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更

新する予定であります。各候補者が再任された場合は引き続き当該契約の被保

険者となります。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「２．会社の現況　

(3) 会社役員の状況　④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載の

とおりであります。

７. 各候補者の所有する当社株式の数は、2022年９月30日現在の株式数を記載して

おります。

以上

－ 46 －



メ　　モ



会場：東京都港区三田一丁目４番28号

三田国際ビル　地下１階会議室

TEL 03-6264-2323

交通 都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅 赤羽橋口より 徒歩３分

都営地下鉄三田線 芝公園駅 Ａ２出口より 徒歩７分

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

赤羽橋駅

芝公園駅

芝公園

三田会館

東京都済生会
中央病院

都
営
三
田
線

都営大江戸線

戸板女子
短期大学

Ａ２出口

赤羽橋口

三田国際ビル


